
特殊病室施設整備事業実施要綱  
１ 目的 
  この事業は，骨髄移植施設等において骨髄移植の実施に必要な無菌室を整備するた

めの施設整備を行い，もって血液難病患者等の根治的治療である骨髄移植の実施体制

を整えることを目的とする。  
２ 事業の実施主体 
  この事業の実施主体は，都道府県，市町村又は厚生大臣が認める者とする。  
３ 整備基準 
（１）骨髄移植施設等とは，都道府県の整備計画等に基づき，都道府県の要請を受けた

医療機関であること。 
（２）この事業でいう無菌室とは，次の設備を有する病室であること。 
  ・空気清浄度を一〇〇クラス以下に保つために必要な設備 
  ・非常電源と接続されている電気設備  
４ その他の留意事項 
  無菌室を整備する場合は，骨髄移植医療に従事する医師，看護婦等職員の確保を充

分考慮するものとする。 


